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５ 災害に強いまちづくり計画 

施策 2-3-⑩  避難困難者の解消（高台等の確保）  

 

【取組の概要】 

 地震発生後に、津波が短時間で襲来する場合には、高台等へ逃げ遅れる避難困難者が発

生する場合があります。そのような避難困難地区には、人工的な高台・築山や津波避難タ

ワーの設置を行い、避難困難者の解消を図ります。 

 

【計画、整備にあたっての着眼点・留意点】 

○整備する場所 

・居住地より海側に津波避難タワーを整備しなければならない場合がありますが、避難者

にとって海側へ避難することは心理的に抵抗感がありますので、住民の意見をよく聞き

合意形成をすることが必要です。 

・東日本大震災では、津波避難タワーの高さが不足するとともに、津波により基礎部分が

洗掘された事例が見受けられました。被害想定の見直しの結果を踏まえ、現在、整備さ

れている津波避難タワーを含めて、機能の再検証を行うことが必要です。 

・避難場所としての適地が限られるなかで、急傾斜地崩壊危険箇所への管理階段を利用し

て、背後地を避難場所として活用することが効果的です。その際、背後地の安全性の確

保に努めるなどの配慮が必要となります。 

 

○配慮する設備 

・人工的な高台・築山や津波避難タワーの整備にあたっては、高齢者や子ども等の災害弱

者や避難行動要支援者を考慮した階段勾配・スロープ整備等の検討が必要です。また、

流木や漂流船、その他の海岸漂着物の衝突が想定されることから、高台の構造への配

慮、津波避難タワーの支柱の前に緩衝材を設置することが有効です。 

・避難者は、高台や津波避難タワー等の上で、長時間の避難を余儀なくされるおそれがあ

ります。そのため、高台や津波避難タワー上に、備

蓄倉庫や簡易トイレ等を設置することが有効です。 

・夜間の利用を考え、照明（太陽光発電式等）を整備

する必要があります。 

・東日本大震災では、津波避難タワーの高さが不足す

るとともに、津波により基礎部分が洗掘された事例

が見受けられました。被害想定の見直しの結果を踏

まえ、現在、整備されている津波避難タワーを含め

て、機能の再検証を行うことが必要です。 

地震・津波 

津波避難タワーの基礎部分が洗掘 

（東日本大震災：石巻市） 
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５ 災害に強いまちづくり計画 

【事例】 

○香南市の取組み 

 

 

・香南市は、避難困難地域の解消に向け、市全体で 21基の津波避難タワーの整備を計画

しています。 

・津波避難タワーの整備に当たっては、長時間の避難を見据えた機能（備蓄スペースや仮

設トイレ、着替えの場所等）の確保、緊急搬送時等への配慮（ヘリから視認できるマー

クやホバリングのスペース表示等）といった工夫を行っています。 

 

 

○黒潮町の取組み 

 

 

・短時間で襲うと想定される津波から沿岸部の住民を避

難させることは困難であり、避難困難者の解消が喫緊

の課題であることから、町内の６地区で津波避難タワ

ーの整備を行っています。 

 

浜の宮地区津波避難タワー 

 

  

・屋上部には、ヘリのホバリン
グのためのマーク

・２階部には、備蓄スペー
スや仮設トイレ、着替え
の場所等などを確保

・屋上部には、Y1、A1（吉川町の1番、
赤岡町の1番）といったマークを表示

・階段とスロープによる
上り口の確保

・スロープは、滑りにく
い舗装の採用

・津波によるスロープ等の損傷
を見据え、避難はしごの確保

・津波到達時間が極端に短い沿岸部での津波避難タワーの整備 

・新たな被害想定に合わせた津波避難タワーの整備 
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５ 災害に強いまちづくり計画 

 

○中土佐町の取組み 

 

 

・人口や行政機能等が集積している久礼地区における避

難困難地域の解消に向け、２基の津波避難タワーを整

備しました。 

・津波避難タワーには、避難用ゴンドラを整備し、移動

が困難な人の支援を行う工夫を行っています。また、

防災倉庫兼簡易トイレスペース、水の浄化システムな

どを確保し、長時間の避難に備えています。 

 

・壁や天井に木材を使用することで、周囲の港町の景観

に調和するデザインを採用しており、地域住民等の防

災意識の高揚につながることが期待されます。 

・また、防災意識の向上や町のランドマークとして愛着

を高めるため、愛称の募集を行ったところ、全国から

885作品の応募があり、第一号が「純平タワー」、第二

号が「八千代タワー」に決定し、普段から親しまれて

います。 

 

・住宅地から津波避難タワーへの円滑な避難の

実現のため、接続路を整備しました。接続路

の整備では、津波に耐えることのできる構造

の採用を行うとともに、住宅地側でスロープ

を折り返し、高さを確保しています。 

  

中土佐久礼地区中心部からの避難路（出典：中土佐町提供資料） 

・津波避難タワーの整備（避難用ゴンドラ等の工夫） 

第１号津波避難タワー 

（外観） 

立面図（出典：中土佐町提供資料） 

第 1号津波避難タワー 

（内観） 
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５ 災害に強いまちづくり計画 

 

○阿南市の取組み 

 

 

・阿南市は、広い平野部を有しており、安全な避

難場所となる高台等がないことから、津波災害

時に住民が緊急避難するための人工高台（命

山）の整備を進めています。 

 

 

 

 

 

○高知県の取組み 

 

 

・津波避難タワーはこれまで明確な設計基準がなく、市町村がそれぞれタワーの構造や高

さなどを決めていました。このため高知県は、地域の実情や専門家の意見などをもとに

独自に避難タワーの設計基準を公表しました（平成 24年 10月）。 

・主な基準は、以下のとおりです。 

 ○タワーの高さは、その場所で予想される津波の高さより 2メートルから 4メートル程

度余裕を持たせることや夜間や悪天候の中でも避難できるように屋根や誘導灯などを

設置することが望ましい。 

 ○一人あたりの避難スペースは、原

則として 1㎡とするが、浸水が続

くと予想される時間が 6時間以内

と比較的短い場合は半分の 0.5㎡

にすることができる。 

 ○簡易な備蓄スペース（テント、簡

易トイレ、生命の維持に必要なも

の、情報の入手、発信に必要なも

の）の設置検討を行う。 

 

・「津波避難タワー設計のための手引き」を作成 

・避難困難地域への命山の整備 

静岡県袋井市湊地内の命山 

（静岡県HPより） 
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５ 災害に強いまちづくり計画 

○静岡県吉田町の取組み 

 

 

・静岡県吉田町では、横断歩道橋を兼ねた津波避難タワーの整備を検討しています。道路

をまたぐ構造とし、道路管理者用地等を活用するため、整備に要する日数を短縮できる

としています。 

 

静岡県吉田町の津波避難タワー 

 出典：「吉田町の概要と防災対策の取組み」、静岡県吉田町、H24年 4月 

 http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/machi_seibika/pdf/0420_shiryou4(2)yoshidatyou.pdf 

 

○高知市の取組み 

 

 

・高知市は、種崎地区津波避難センターを整備しまし

た。この施設は、津波による浸水の危険性が高い地区

における重要な津波避難施設であり、平常時は地区に

おいて地震津波防災教育の施設として利用されていま

す。 

  ・構造：壁式鉄筋コンクリート造 4階建て 

  ・延べ面積 724.89㎡ 

 

  

・道路をまたぐ構造の津波避難タワーの整備 

種崎地区津波避難センター 

・種崎地区津波避難センターを整備 




